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芸　濃　町

・浜田単独公共下水道区域
排水設備開始届受理後、上下
水道課においてすべての賦課徴
収事務をしている。

※これは、千里ヶ丘と使用料の
賦課方式が違うため。

・千里ヶ丘単独公共下水道区域
排水設備開始届受理後、電算
入力し賦課している。

下記については民間業者に委
託している。
（１）使用料の計算及び更正
（２）使用料の納入通知書の作
成及び通知
（３）使用料の収納事務
※
（４）使用料過誤納金の充当及
び還付については上下水道課で
事務処理。

現在供用を開始していないため
徴収事務はない。
今後条例を策定し徴収を行って
いく予定。
（一部供用開始予定はＨ１６．
１．１）

２５　各種事務事業の取扱い

　　　下水道事業

下水道使用料の賦
課及び徴収

排水設備完了後下水道管理課
において水道局端末に開始入
力し賦課している。

下記の事務は水道局に委託して
いる。
（１）使用料の計算及び更正
（２）使用料の納入通知書の作
成及び通知
（３）使用料の収納
（４）使用料過誤納金の充当及
び還付

　同左

※委託先：水道課

津　　　　市

排水設備工事完了後に、使用料
を賦課し、毎月使用料金の納付
書作成、口座振込、料金徴収等
を行っている。

納付書作成等電算業務は民間
業者に委託している。

専　門　部　会

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

美　里　村

下水道部会

ー

下水道管理分科会

様式４

安　濃　町久　居　市 河　芸　町

関　係　項　目 分　   科　   会

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
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一　志　町 白　山　町

排水設備完了後、産業建設課に
おいて、開始入力し賦課徴収し
ている。

下記の事務は民間に委託してい
る。
（１）使用料の計算及び更正
（２）使用料の納入通知書の作
成
（３）使用料の収入
（４）使用料過誤納金の充当及
び還付

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容

香 良 洲 町

２２．久居市の例により調整する。（合併と同時）

構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況
調整の具体的内容

美　杉　村

排水設備完了後上下水道課に
おいて検査を行い、開始入力し
賦課している。

事務内容
（１）使用料の計算及び更正
（２）使用料の納入通知書の作
成及び通知
（３）使用料の収納
（４）使用料過誤納金の充当及
び還付

ー排水設備完了後下水道課にお
いて開始入力し賦課徴収してい
る。

ー

　料金体系については、久居市の例により合併時に一元化する。
　ただし、新市において下水道事業の運営に支障がないよう、新市で新たに策定する
下水道事業計画を踏まえ、合併後３年程度を目途に料金改定についての検討を行う
ものとする。
　賦課徴収事務については、津市の例により、合併時に一元化する。
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【下水道使用料の状況】【下水道使用料の状況】【下水道使用料の状況】【下水道使用料の状況】

○使用水量別使用料の状況○使用水量別使用料の状況○使用水量別使用料の状況○使用水量別使用料の状況
〔単位：円/月額〕

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

現行使用料
久居市使用
料との差

            10㎥ 735 △    53 682 0 3,200 △ 2,518 850 △   168 2,360 △ 1,678 525 157 1,260 △   578 3,150 △ 2,468

            20㎥ 2,310 △   420 1,890 0 3,200 △ 1,310 1,750 140 2,360 △   470 1,365 525 2,625 △   735 4,200 △ 2,310

            25㎥ 3,202 △   709 2,493 0 3,200 △   707 2,200 293 2,360 133 1,890 603 3,307 △   814 4,720 △ 2,227

            30㎥ 4,095 △   998 3,097 0 3,200 △   103 2,650 447 2,360 737 2,415 682 3,990 △   893 5,250 △ 2,153

            40㎥ 6,142 △ 1,522 4,620 0 3,200 1,420 3,750 870 2,360 2,260 3,780 840 5,565 △   945 6,300 △ 1,680

            50㎥ 8,190 △ 2,048 6,142 0 3,200 2,942 4,850 1,292 2,360 3,782 5,512 630 7,140 △   998 7,350 △ 1,208

          100㎥ 19,740 △ 4,410 15,330 0 3,200 12,130 11,600 3,730 2,360 12,970 15,225 105 16,065 △   735 12,600 2,730

          200㎥ 45,465 △ 7,560 37,905 0 3,200 34,705 25,100 12,805 2,360 35,545 37,275 630 36,015 1,890 23,100 14,805

○使用水量及び使用料収入の状況　（平成１３年度実績）○使用水量及び使用料収入の状況　（平成１３年度実績）○使用水量及び使用料収入の状況　（平成１３年度実績）○使用水量及び使用料収入の状況　（平成１３年度実績）

区　　　分

使用水量 　（千㎥）

使用料収入（千円）

※消費税込

159

37,883

香良洲町

336

33,830

河芸町

360

35,670

合　　　計

7,141

1,095,477

一志町

283

41,092

白山町津市

4,651

762,552

久居市

1,277

179,172

芸濃町

75

5,278

津 地 区 合 併 協 議 会　参 考 資 料津 地 区 合 併 協 議 会　参 考 資 料津 地 区 合 併 協 議 会　参 考 資 料津 地 区 合 併 協 議 会　参 考 資 料

区　　　分
一志町 白山町

河芸町

千里ケ丘
津市

※消費税込
※１戸当り４人世帯の場合。
※安濃町、美里村、美杉村は未設定。

久居市 芸濃町 香良洲町
浜田
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